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曾根 マニフェストの定義自体はさまざま

ですが、私なりに整理すると、有権者に政

権像を示すと同時に政策の具体的実行案と

して、それが冊子にまとめられている。そ

して、政権期間中にどれだけ達成できたか

を監視し、検証することを可能とする形式

で発表されることが必要なのだと考えてい

ます。最初にお聞きしたいのは、実は民主

党側は党内手続が比較的簡単ですが、自民

党は従来の政治プロセスがある中で、総裁

選での小泉首相の公約を党の政権公約にす

ることは可能なのか、という疑問がありま

す。小泉首相は総裁選での公約を踏み絵に

したいと話していましたが。

保岡 7月8日に国家戦略本部の国家ビジ

ョン委員会が政権公約に関する提言を総理

のところにお持ちしまして、そこでは四項
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目の提言を出しております。1つは総裁選

挙で選ばれた候補者の公約を次の総選挙の

党の公約の基本に据えること。選挙の際に

は、国民に伝える手段として、今の公選法

の規制を解いてあげなければならないこと。

さらに新しい政権公約では、従来の公約と

違うことを示す。もう1つは、政権につい

た暁にそれをより効率よく正しく具体的に

実行するための体制を整えること。例え

ば、内閣の機能強化や、政党と内閣の責任

を一体化して強いリーダーシップにして改

革を実行するというような、内閣と党の一

元化や人事のあり方などを提言として持っ

ていったわけです。

小泉総理はこれに大いに賛成し、時宜を

得た提言だと言っていただきました。総理

にはよく政権公約のことを理解していただ

いていると思います。党も次の総選挙の公

約づくりに既に入っておりまして、麻生政

調会長や公約担当の副会長である武部前農

林水産大臣などが中心になって、部会から

くみ上げて、テーマを明確にして、具体的

な目標を数値で示し、それを実行する財源

等実行体制の具体的な取りまとめに向けた

検討委員会を立ち上げて作業を進めていま

す。

曾根 小川さん、今までの自民党の『わが

党の公約』に、大蔵省は手を入れているこ

とはないと公式には言われていたのですが、

予算にかかわるようなことは必ず手を入れ

ていたはずです。ですから、『わが党の公

約』を見ますと、各省、各部会の意見が相

当集約されて、満遍なく関係団体には目配

り、気配りをしていた。そういう意味では

この文書には官僚機構は事前に絡んでいた。

では、事後にはどうだったのでしょうか。

当選後に、この公約というのは具体的に政

策を動かすエンジンとして機能していたの

でしょうか。

小川 結論として言えば機能していたと思

うのですが、私はきょうの議論の今のスタ

ートにすごく違和感を感じています。それ

は、まさに保岡さんが今おっしゃったよう

に、自民党が党の政策をつくるのに、各部

会から各省に何を入れたらいいかと聞くの

は、我が国の政党政治、政権をこれから奪

って政治をやるという上で、過去はそうだ

ったにしても、今も同じことするとすれば

非常に違和感を覚えるのです。

今、マニフェストが話題になっているの

は、国政における政党の意義は、政権構想

をもって政権を獲得する、奪うぞという意

味があるからだと思うのです。政権を奪う

ぞという意味は、50年取り続けるぞという

考えもあれば、それを破って取るぞという

別の対抗勢力がなければ意味がないわけで

す。非常に民主主義が成熟する、あるいは

経済社会が安定してくると、人々の考え方

は二大政党的な方向へ進んでいく。欧米だ

けではなく、日本でもそうだと思う。マニ

フェストが話題になったことの意味という

のは、政権を党の政策である程度争う動き

として考えれば大いに歓迎できるし、サポ

ートしたいと思うわけです。

曾根 まさしくそこがポイントで、選挙と

は有権者が政権を選ぶということであるわ

けです。そうすると、選択肢を提供しなけ

ればならない。その選択肢を具体化したも
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のがマニフェストだと位置づけるとわかり

やすいと思うのです。マニフェストを議論

するということは、今までの制度を相当変

えるぞというメッセージでもあると思うの

ですが。

村松 従来、どの政権党であれ他の政党で

あれ、公約がかなり数が多くて、満遍なく

という感じがあるわけです。それは、日本

国家の政策というのは多いはずですから当

然と言えば当然ですが、その中でも重点は

何ですか、優先順位は何ですかということ

はもっとはっきりしていてよかったと思っ

ています。今度のマニフェストの議論の中

から出てきているものには、やはり新しい

問いかけがあるのだというように感じてい

ます。

曾根 もう1つお伺いしたいのは、マニフ

ェストを導入すると、当然のことながら党

と今の官僚機構との関係に手をつけざるを

得なくなってくるのではないかと思います

が、これをどう変えれば実行に結びつくと

お考えですか。

村松 マニフェストというものが私の言っ

たような内容で重点があり、優先順位があ

る形でできても、その実行システムとして

は、今の中では内閣が閣議決定か何かして

省庁官僚のところにおりていく手続を踏ま

ざるを得ないわけです。ですから、マニフ

ェストを入れたから、すぐにどうなるとい

うところは、私には少し見当がつかない。

というのは、従来の日本の行政制度では、

トップが今までより強く決めても、それを

受けとめて実行していくのが省庁になって

いますから、そこのところは従来と案外変

わらないという可能性があるのです。

曾根 保岡先生、マニフェストで示された

政策の実行の問題は、今までの議論でいく

と、内閣・与党一元化の話、首相を中心と

する内閣のリーダーシップの問題と裏表の

関係です。これを導入するからリーダーシ

ップ強化ができるのだという話ですね。逆

に言うと、リーダーシップ強化と幾ら言っ

ても、マニフェストがないと手足を縛られ

たリーダーシップと言われているようなも

ので、選挙に通ったマニフェストはそれこ

そ利益集団だろうと官僚機構だろうと言う

ことを聞かざるを得ないということですね。

保岡 従来のやり方は官僚が中心で、そこ

の意見をよく聞いて、官僚と政治家が協力

する関係を土台にして動いていた。官僚の

意見に政治家は注文をつける。官僚にまと

めてもらっていた。

しかし、将来の国家理念に基づく国民生

活像が必要な時代に、そういうものを描く

のには具体的で明快な基本設計が必要なん

ですね。そういう長期のビジョンや官僚の

縦割りを乗り越える総合的な政策をつくれ

と言っても、官僚にはできない。だから、

これは政治がやらなければ、誰もやる人が

いない。この意識の転換、歴史的な大きな

変化が大前提だと思うのです。

曾根 今まで公約は守られないものだと言

われてきたのですが、これはある意味で当

たり前で、各議員先生方が選挙公報に私の
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公約と書きますが、それは中選挙区時代の

産物で立候補者が多いときには同じ党から

5人もいるわけですから、それぞれ党の公

約を幾ら言っても選挙にならないわけです。

それが小選挙区になると政権党から1人と

いうことになる。そうなると、我が党の公

約を訴えやすいと思うのですが、今は過渡

期でその混乱が残っています。先生方は次

の選挙で何を書くかというのでまだ項目出

しをしていると思います。小泉マニフェス

トで総選挙を戦うのでしたら、一体それと

自分との関係をどうするのか、先生方に突

きつけられていると思います。もう1つは、

総裁選はこれまで党の公約とあまりつなが

りがなかったと思うのですが、それが今度

初めてつながってくる。ある意味で歴史の

転換点のような気がするのですが。

小川 私は今回の動きを日本の政治が構造

的に変わっていく上での3つの大きな問題

の1つだと思っています。第1の問題は定

数の問題です。国民が代議政治を選びなが

ら、自分の投票とよその人の投票とに差が

ある。これは絶対におかしい。統計的な誤

差をどう調整するかという以外は完全に算

数の問題であり、従って、定数是正を行わ

なくてはならない。2つ目の問題というの

は比例代表制の問題です。つまり、政権を

政党がつくるためには、どう考えたって、

小選挙区制しかない。その方向へ向かって

いると私は思うのですが、依然として残っ

ている衆議院の比例代表制を全部小選挙区

制へ持っていかなければいけない。

3つ目の問題というのは、政党はどこも

政権を取るという政党になってほしい。政

権を取るためには、選挙民にとって分かり

やすくしなくてはならないものが2つある

と思います。1つは、政権を取ったら誰が

率いるのか。政党が選挙に勝ったら、その

党首が総理として国を率いるリーダーです。

もう1つは、我が党はこういう政策を基本

的な考え方としている、ということをはっ

きりと示さないとならないということです。

マニフェストには2つ大きな柱がある。1

つは政党の理念です。これは時代認識を踏

まえて政党としてあるべき理念は絶対に心

に訴えるようなものとしてなければならな

い。

2つ目は政策ですが、政策で重要なのは

重点と順位であって、広さではない。広さ

はこれから5年、10年、20年と続けていけ

ば、今の選挙公約のように国政の全般にな

りますが、せっかくマニフェストの議論に

なって、具体的な政権公約だということか

らすれば、私は具体性と優先性の重要性が

問題であって、幅広さは当面二の次と考え

ていただきたい。そうでないと、できもし

ないことを各党が並べるのと同じことにな

りかねない。国民にとってわかりやすいの

は、選挙に向けてリーダーが誰で重点的な

政策は何なのか、これは私は3つでも4つ

でも5つでもいいと思っている。20も30も

並べられても、それを最初からやると今ま

での200ページの選挙公約に戻ってしまう

ではないか、そんな感じがいたします。

曾根 現実に今起きている問題として、小

泉さんの目玉というのは実は3つ、郵政民

営化と道路公団民営化の問題、それから三

位一体の話、非常に簡単に言ってしまうと
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1枚紙かもしれない。あるいは2枚になる

かもしれないが、非常に簡単なものです。

従来型の積み上げでいくと200ページぐら

いになるが、優先順位をつけて党の意向を

吸収できるのか、あるいは従来型のところ

へ小泉さんが吸収されてしまうのか。そう

いう問題があります。

保岡 国民にわかりやすくメッセージを伝

えて、幾つかの柱によって国の進むべき方

向や考え方を説明できるようにする工夫が

必要だと思います。

村松 基本的にお2人の言っていることに

相違がそうあるとも思いません。おっしゃ

られるように、官僚制というのはどこの国

でもその活動や役割に、おのずから備わっ

た限界がある。ですから、やれないことが

あるわけです。政治家はそれに対して、仮

に乱暴なときがあるとしても、やらなけれ

ばならないし、やれる。それが政治家で、

そのことを政治家自身がこの頃非常に自覚

し、また、世間からも注目をされ始めた。

やはり官僚は自分では決められない。大蔵

省といえども決められない。そうであれば

政治家に、何が日本の問題かということを

しっかり考えて決めていただきたいと思う。

ある時期までは政策について、ある種の

理念があった。近代化を早くしなければい

かんと、みんなそれに同意していたわけで

す。それに代わるものが基礎にあって、そ

して恐らく政党の間に意見の違いがあって、

それを綱領にして、さらに具体的に選挙の

ときにマニフェストが出てくるのだろうと

思う。そういう条件がよりよく整うために

は、小川さんのおっしゃられたように、定

数の問題も選挙区制の問題もあるし、政党

の自覚もある。

ただ、そうはいっても、外国から日本を

見ると、なぜ日本の政治はパーティー・ガ

バメントでないのか、キャビネット・ガバ

メントでないのか、プライムミニステリア

ル・ガバメントでないのかと言われる。つ

まり、どこか責任を持ってリーダーシップ

をしっかりとるという仕組みが弱い。

基本的には今そこが議論されているのだ

と思う。まだ今の議論の中でしっかりと私

には見えないのは立法手続の改革です。自

民党には政調会、部会などいろいろありま

すが、それは一党優位制（プレドミナン

ト・パーティー・システム）というときに

は起こる現象だと思う。しかしながら、そ

ういう仕組みの中でもそれを長い期間続け

ると、一体権限がどこにあるのかというこ

ともさることながら、責任がどこにあるの

かわからなくなる。立法の手続きについて

立法府がやるのか、立法府プラス・アルフ

ァの仕組みなのかをはっきりしてほしい。

保岡 我々も昨年、新しい政治システムを

国家ビジョン委員会で提言したのです。国

民の各種の意見を取りまとめる作業と、そ

れを内閣が決断して枠組みをつくってマネ

ジメントする機能とを一体化させ、つなぎ

合わせていく。それは事前承認制ではなく

て事前審査制だということを提言しました。

これは好むと好まざるとにかかわらず、そ

ういう流れにせざるを得なくなってきてい

る。新しいシステムへ明確に変えること

は、政治決定、政策決定プロセスの責任の

透明化にもつながるだろうと思います。
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曾根 次に、具体的にマニフェストの実行

体制をつくるためには仕組みをどう変えた

らいいのか、どこを動かしたらいいのか。

それから、実行を担保するものとしてどう

チェックするのかということをお聞きした

いのですが。

小川 私は2つだけ申し上げたい。1つは、

内閣人事です。政治家はなぜ政治家になる

んだといつも問いかけたいわけです。私

は、国を動かしたいからだという思いが最

大の動機だろうと思う。そのためには政権

を取らなければいけない。だから、党とし

て選挙に勝たなければいけない。勝った

ら、自分はその地位につきたい。それがか

なわないときには、こういうことをやりた

いということだと思います。今の我が国の

憲法や行政組織法や内閣法は、それを想定

しているのだと思います。最後は総理大臣

の責任で、何としても政権党のリーダーで

ある総理が人事の責任を持って行うべきと

思います。

2つ目は、官僚が政党に直接接触すると

いうのはまことにおかしいことだと私は思

っています。しかし、自分が役人の間は、

慣習法に従ってやっていました。私は自民

党に仕える公務員ではないにもかかわらず、

事実上それに近いことになっていた。公務

員になった以上、私が党員であるというこ

とは全く別の問題だと思います。ですか

ら、行政官と政党との関係をどうしたらよ

いか、現状に対する問題としてあると思

う。官も政党もせっかく動き出しているわ

けですから、その方向をしっかりつくって

いく必要があります。

曾根 とても重要なポイントをご指摘にな

っていただきました。公務員と政党との関

係は日常的な接触が日本では無制限に許さ

れていますが、イギリスでは慣習法的にそ

こを制約してルールとルートを決めていま

す。つまり、大臣・副大臣経由か、もしく

は委員長に手紙を書く形で自分の選挙区の

要望などを訴えるというイギリス型はもう

1つのパターンです。イギリスでおもしろ

いのは、マニフェストを書く段階になりま

すと、総選挙から1年半ぐらいたったとこ

ろでしょうか、接触解禁になる。野党側も

接触できるようになる。つまり、野党側も

具体案になると大蔵省の資料とか情報が必

要ですので、フィージビリティー・チェッ

クをかけるために野党も接触できるように

なる。もちろん与党側もできる。このあた

りが非常に重要なポイントなのだろうと思

います。ある意味で自民党は自分の手足と

して官僚機構を使っている。それが議員内

閣制だと言う方も随分おいでになるのです。

村松先生、制度論としてどうお考えでしょ

う。

村松 憲法によれば、どちらもありです。

多分禁じてはいないと思う。ですけれど

も、公務員の一定条件下における政権党を

含む政党への接触禁止はあり得ることだと

思うのです。眞紀子法案というのが一時あ

って、一部方向性として似たものがありま

した。政党、特に政権党と公務員の間に、
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今までの本当に密度の高い協力関係も必要

だった時期があるわけですが、むしろ今は

秩序がある方がいいということで、いろい

ろなルール化の方向を模索するという方向

へ踏み出すべきであると思います。

曾根 政党の方は、公務員との接触の問題

は保岡先生が大分ご苦労なさったと聞いて

いますが、先の改革案で一番反対があった

ところはどこだったのでしょうか。

保岡 私たちが先にまとめた案は非難ごう

ごうの中でまとめたのですが、皆さんが考

えるよりマイルドで、現状を前提としてい

る案でした。それでも反対が強かった。

日本では政治家が果たしている大きな役

割に陳情をこなすという役割があります。

どうしても地方の住民のニーズを吸い上げ

て、それを中央政府につなぐ役割は国会議

員の役割になっている。これはある意味で

は民主主義でもある。これをやめること

は、日本における政治のダイナミズムを失

わせることにもなる。憲法でそれが許され

るのは、行政のチェック機能が国会にはあ

って、それを実行するのも国会議員ですか

ら、そういう意味で制度的にも担保されて

いるわけです。公務員との接触は、個別の

政治家の陳情であったり、あまりにも地域

性にこだわるものであったりする。そうい

うところは国会議員の良識や節度で整理し

なければならない。

ただ、当時は、鈴木宗男さんの問題やい

ろいろな問題が一気に噴き出した時期でし

たから、政務官や副大臣、大臣などの政治

家が陳情を処理することで、良識のある陳

情に変化しないかと提言したのですが、そ

れにしてもダイナミックな変更で、その3

人に代表させて受け付けるというのは現実

にはなかなか大変なことです。

曾根 個人の公約をお書きになる議員の先

生方という問題を指摘しましたが、個々の

選挙区において、選挙は自分の後援会で自

前でやっているので、党ではないという意

識が非常に強い。議員の方々が各選挙区で

どのくらいフォローしているのかというと。

これは市会議員がやることじゃないかとい

うぐらいの細かい手当てを地元でしている

と思いますが、そのこととマニフェストと

いう大きな方向性とを、どう調整したらい

いのか。大変難しいと思いますが。

保岡 国会議員にありとあらゆる陳情がく

る。しかも、県知事も市長も放棄するよう

な住民の説得も、我々が出かけていって住

民と協議しながら公共事業のあり方を決め

ていく。国会議員が主導しないと地域が動

かない。これは地方分権が徹底していない

ことの結果です。

小川 さっき私が官僚と政党の関係を申し

上げたのは、今のような執行面の問題では

ありません。それは最も重要な議員の機能

だと思いますから、手続をどうするか。透

明性を確保すればやり方は幾らでもある。

私が申し上げたかったのは、政策の企画立

案、政党が掲げた政策は、内閣を組織して、

そこを通じて行政を動かすべきだという意

味です。

もう1つ、マニフェストをつくるときに

公務員との接触をどうするかとか、フォロ

ーはどうするか。私の頭の中には与党とか

野党を別に考える考え方がないものですか
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ら、したがって、野党のときにもどういう

接触をするかということも、執行面の問題

とは別に検討するべきです。

曾根 ここにご参考までに持ってきたのは、

イギリス政府がつくった、ホワイト・ペー

パー、グリーン・ペーパーと呼ばれるもの

と、政府の年次報告書です。特にブレア政

権が97年に政権をとった後、年次報告で

マニフェストで掲げた177項目中50項目が

実施されたというように報告書が出される

ようになったのです。

政権党が自ら項目出しをしているわけで

すが、政府側がこういうのを出すのはいか

がなものかという議論もありますが、マニ

フェストとその後の政府の実行に関しての

自己評価としてこういう資料が出てくると

いうのは1つの参考になると思います。

工藤 つけ加えますと、これを達成すれば

いいのだけれども、達成しない大臣は更迭

になることもある。まさにマニフェストを

実行するために予算がきちっとコントロー

ルされ、実行体制がどんどん決まり、大臣

は評価されて1年でも更迭される。こうし

た実行システムが整い、それを民間が評価

する仕組みがあって、マニフェスト型の政

治が実現されている。

保岡 マニフェストが機能し始めるとそう

いうところにいきつく。内閣と党との問題

もありますが、その実行を担保する仕組み

も整えなければならない。それが先程申し

上げた、日本にとっての絵を描くという、

さらに具体的な年次報告のようなものにも

なる。

村松 今の日本の白書は省庁白書でしょう。

内閣が組閣された時の約束がどう実行され

ているかの白書、新たに日本の文脈で言え

ばそういうものをつくっていこうという話

でしょうか。

曾根 1つの提言ですが、大臣が任命され

ます。組閣本部に行って一番最初の記者会

見がありますね。あのときに官庁からメモ

が出てきます。それを読む方がいるのです

が。そうではなくて、我が党のマニフェス

トの下で、私は大臣としてはこうやりたい

といったらどうでしょう。あのときにマニ

フェストを使うような大臣を選ぶべきなん

ですね。

工藤 今の議論を始めるために少し付言し

ますが、基本的な疑問は政党が独自に公約

を作れるかということです。小泉改革の公

約は何かを考えると、所信表明演説と連動

しているのは基本的には骨太の方針だった

わけです。骨太は本来政党のマニフェスト

ではないのですが、経済財政諮問会議の形

で、それが何回も直されて公約化され、工

程表も出された。こうした政策プロセスは

党や官庁などの反発もありながら、進めら

れていたわけです。これは過度的な現象な

のか、日本ではこうした形でしか公約を作

れないのか、という疑問がある。

曾根 現状の経済財政諮問会議は、1つは

利用可能で、マニフェストとつなげて利用

できる組織だと思うのですが、どうしたら

よろしいでしょうか。

保岡 小泉総理は「マニフェストをつくる
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と民主党などはおっしゃっているが、自分

はもう既にそれを実行している、経済財政

諮問会議で出された改革と展望の中で全部

政策目標を明示し、それもできるだけ体系

化して工程表という形で示し、従来に比べ

たら圧倒的にそういうマニフェスト的な要

素を政府自らやる努力をしてきているでは

ないか」というものすごい自負心がある。

三位一体の問題にしても、道路民営化、

郵政事業民営化にしても、それをやること

によって改革が進む象徴として位置づけて

いる。そういう意味では小泉さんは、今ま

での政治家よりかなり強い問題意識を持っ

ているのは事実です。小泉首相には、自民

党を応援していただいている自民党支持組

織だけを向いていたらだめだ、国民全体を

見て国のあるべき姿を構築しないと、我々

を支持する母体だけの意見を聞いては国を

誤ってしまう、という意識がものすごく強い。

ただ、工藤さんから今お話がありました

が、経済財政諮問会議は財政と経済の運営

に関する基本を決めるところであって、外

交や防衛といったものはあまり入っていな

い。内閣としては、例えば外交のタスクフ

ォースも必要だし、国益という点で結びつ

いた世界的な経済、その他の分野の戦略も

ある。それは、さきほど申し上げたように

省庁をまたぐ全体の絵を描いて、一気に改

革を総合的に大胆に進めるための仕組みと

して、既に内閣に山ほどあるのです。

党では、省庁、部会をまたぐ問題は特命

委員会でどんどん立ち上げている。そうい

う省をまたぐ全体の大きな絵を描いて、そ

こに向かって一気に大胆に、変化とスピー

ドについていける政治決定というのは、党

内で大きく動き始めている。それを閣僚と

特命委員会の委員長、政調会長と総合調整

大臣と結びつける。そういうことが非常に

重要で、それを小泉さんが自分の総裁選挙

の公約や党の公約にぶつけて、国民にそこ

をしっかり判断してもらえるようにできる

かどうか、そうしてもらう努力が必要だと

思っているのです。

村松 今までの内閣に比べて小泉さんの努

力が非常に大きいというのはそのとおりだ

と思います。6月末に私がもらった骨太の

方針ですと、閣議決定でモデル事業の試み

とか、政策群という考え方を出しておられ

る。モデル事業の試みの中では、具体的に

予算の使い道を決めて、具体的な達成期間

と数値的な目標をはっきりさせた上で評価

しますと言っておられるのです。こういう

やり方を高いレベルで平気にやってくれる

と効果があるだろうなと思う。

私は政策評価と独立行政法人評価の問題

で関係しておりますが、これも長期的には

ボディ・ブロー的に改善の方向に効いてい

ます。しかし、あれは政治的な問題に直に

手を突っ込むことをやろうという法律では

ない。ですから、日本にとって非常に重要

なテーマについてきちんと評価をする手続

は、今もあるけれども、別なこういう言論

NPOのような民間の形で行うのが重要で

す。

保岡 私たちは縦割りの省庁に関係なく、
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国民が抱えている具体的な状況や必要性、

またそれを生かすのに最もいい形の政策を

考えなくてはならない。そういういろいろ

な政策決定をすべてやるインテリジェンス

機能は、情報があって正しい判断が初めて

できる。あるいは情報を正しく解析して初

めて正しい判断ができる。日本は省庁に情

報が集まりますが、全体としての国益とい

う点で総合化する部門がないですね。縦割

りの省庁、官僚主導からどう新しい時代を

築く絵に従ったシステムに切り替え、それ

の実行を評価してもらうか、その点では、

小泉改革はいろいろな視点は正しい方向に

全部向いている。ただ、それが大胆に思い

切ってどんどん進む形をとらないのは、や

はり絵がないからで、いい絵と実行体制を

持つ政治がまだ完成していない。ただ、そ

この方向に向かって、小泉さんは正しい方

向を向いているとは思っています。

村松 現状は、縦割りですが、官僚主導で

はないという状態だと思う。そこに問題が

あると思います。政策が断片化する。政治

の側の統一的な意思をどういうふうにつく

っていくのかというのが問題ではないか。

曾根 最後に2つのことで結論的にご議論

いただきたいと思います。1つは政策決定

の仕組みの問題です。経済財政諮問会議だ

けでなく、外交問題などいろいろあります

が、この仕組みをマニフェスト型にどう動

かしたらいいのか。特に官僚機構を含めて

内閣機能の強化をどう具体化することが必

要か。もう1つは評価です。行政評価や政

策評価。村松先生は政策評価をおやりです

が、最終的には政治評価だと思います。こ

れをどう考えるかです。

小川 政党の本来のあり方として、わかり

やすいマニフェストを出すのは当然です。

その際に例えば外交や経済の絡む話をあま

り強い政権公約にすべきではないと思って

います。外交は相手がある話であり、経済

はこうしたいというのはあっても、基本的

は海外の状況などさまざまな要因で動くの

であり、大きなコミットメントはできない

わけです。デフレを私は絶対克服したいと

か、成長を加速したいという思いは語るこ

とができますが、具体的な数字を公約する

ことはできない。

工藤 保岡先生、例えば政治は選挙の際に

は負担などの問題はなかなか言いにくいと

いう事情があります。しかし、そこぐらい

しっかりとしたものを提示しないと、今の

日本は展望を描けないという問題もある。

一方で、現在の経済財政諮問会議が事実上

の公約を作っているという形態は、今後、

マニフェストを導入した場合も同じように

進むと見ればいいのでしょうか。

保岡 経済財政という点で言えば、それは

非常に重要な部分ですが、党がいろいろ意

見を言って諮問会議の内容を大分修正した

とマスコミは言っています。しかし、私か

ら見れば、そしてまた小泉首相や経済財政

諮問会議から言えば、大した修正ではな

い。たくさん意見を聞いて表現を上手にし

ただけであって、中身はほとんど変えてい

ない。だから、党と内閣との最終的に了承

し合った骨太第3弾というのは、私はそれ

を前提に小泉公約もつくるべきだし、党の

公約もつくるべきだと思います。
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ただ、小泉さんから言えば、少なくとも

私はどう思うかというと、骨太の方針では

ものすごくきれいな文章はできている。し

かし、財源調整や、もっと具体的な設計を

して国民が答えてほしいところに具体性が

ない部分がある。特に社会保障についても

っと進んだ形のものを小泉さんは用意すべ

きだし、さきほど申し上げた三位一体や、

道路、郵政の民営化の問題などに象徴はさ

れていますが、ある程度それが意味すると

ころ、小泉改革の中でどういう意味を持っ

ているかをきちんと説明することが大事で

はないかと思っています。そんな感じを個

人的には持っています。

保岡 総裁選が終わった後、党の公約つく

りは政権公約策定委員会の段階でまたすご

いことになると思いますが、最終的には

我々が選んだ総裁に一任して最後の形を整

えてもらうことになると思います。小泉さ

んが総裁に再任されれば、政権公約は経済

財政諮問会議の骨太第3弾が基礎になると

思います。

曾根 村松先生、いかがですか。例えば経

済財政諮問会議と地方分権推進委員会と地

方制度調査会での一応の役割分担では、市

町村合併は地方制度調査会ですか、税財源

の問題は分権委員会に、と、役割を振って

おいて、最後には経済財政諮問会議でそれ

をまとめる。ところが、これはそう簡単な

話ではないです。

もう1つは、税制に関してはもっと分か

れていると思うんです。経済財政諮問会議

と政府税調と党税調と分かれていて、これ

をまとめる仕組みもなかなかない。多分マ

ニフェストというのは、税や社会保障とい

うものに踏み込まざるを得ないと思うので

す。それを言っただけで実行するところは

相変わらずばらばらでは困るわけです。そ

こあたりのグリップというか、リーダーシ

ップ、あるいは制度設計というところは現

状からその次のステップで何かお考えにな

るところがありますでしょうか。

村松 そのレベルの問題については、基本

的には政権を担当する政党が統一した意見

を持つこと以外にないのではないでしょう

か。だから、重要なのは、議員定数の問題

です。また、比例部分をどうするかという

ことです。それを射程に入れて考えるので

しょうけれども、ただ今現在すぐとなりま

すと、そんな名案はなかなかないのではな

いでしょうか。

小川 現実的でないかもしれませんが、今

の地財調や分権委や政府税調などを見てい

ても、権限とミッションのありかたを明確

にするためには、政治の姿勢を強めていた

だくよりほかないと思う。党に国を動かす

権限はないわけです。それは内閣の話なの

で、今度は内閣のどなたに権限が与えられ

ているのか、それを明確にして、そのミッ

ションをやっていただく。誰にこの問題は

ミッションが与えられているかというとこ

ろを少し強く打ち出さなければならない。

先に私が人事だと申し上げたのは、党でい

ろいろご意見がある、そうならば、強いご

意見がある方ほど内閣に入る戦いをして、
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閣僚になられておやりになるということな

のだと思います。

曾根 今回の議論はマニフェストから始ま

ったわけですが、その実行を考えた場合、

さまざまな問題があることが分かりました。

結局のところ、本来の内閣の役割を果たせ

ということだし、党の意思決定ないし党の

有力者が内閣に入って実行するというシス

テムに移行する。そのためにも首相のリー

ダーシップが必要だし、それを選び政権公

約を決めるのが総裁選挙だったということ

になります。その意味では党は党で政策を

決めて、内閣が出してきたから注文をつけ

るというシステムを一元化するシステムに

変えるという時期であり、ある意味でマニ

フェストはそのきっかけになり得るのでは

ないかと思います。

保岡 マニフェストは大きな道具になり得

る。これをより具体的に、より正確にニー

ズにこたえるものにし、メッセージとして

国民に伝わるものとして出すべきです。そ

れで国民と政治とが結びついてくることが

民主主義の基本だと考えます。今いろいろ

なたくさんの問題が出ました。それをいい

方向に収斂していく道具として、日本だか

らこそマニフェストが必要であり、イギリ

スのマニフェストをただ日本に持ち込むの

ではない、ということを考えないとならな

い。その意味では我々独自の政権公約論を

これからもっと深めていかなければいけな

いと思います。

村松 おっしゃられている通りですが、国

民の判断を重視する以上、国民の理解が高

まるように説明をしっかりしなければいけ

ない。そのところでメディアが頑張ってほ

しいし、だけど、メディア以外のシンクタ

ンクであれNPOでもいい。中間報告でも

いいし、最終的な観察でもいいし、多様な

意見が出てくるべきですね。そうでなけれ

ば、いい均衡点でなく、非常に偏った意見

でメディア世論が決まってしまう可能性も

あると思います。

小川 公務員はなぜ行政官になっているか

というと、これは、皆いろいろな思いはあ

りますが、最大公約数は国、公の仕事に自

分は強く参画したい。そして、政策を決定

することはできないけれども、政策の企画

立案に自分は参画してみたい、それが公の

仕事だという思いだと思うのです。

本日の議論からもはっきりすることは、

政治家が大きな方向は決められる。一方、

公務員は単に自分はそのコマだと思ってい

るかというと、そうではない。日々我々は

そういう政策を執行することを同時に考え

ている。だから、大臣に対してだって、総

理に対してだって、我々はこうしたらどう

ですかという助言を幾らでも出せる。それ

が相当生かされるだろうなというのが自分

としての生きがいに返っていると思うわけ

です。そういう思いが強いので、政治が次

第にリーダーシップを発揮していく中で、

私は、公務員のその志がこれから先も生か

されるだろうと、強く期待をしております。

曾根　工藤 きょうは長時間どうもありが

とうございました。
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